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国務院は、2022年11月11日、「新型コロナの疫病防止

の更なる最適化措置 科学に基づく正確な防止業務の通

知」1を、同年12月7日「新型コロナの疫病防止の更なる

最適化を実施することについての通知」2（以下「新十条」

といいます。）を公布し、中国の新型コロナ対策は大幅

に緩和されました。 

その結果、上海では急激に陽性者や濃厚接触者が増加

しており、企業の日常業務に支障を来たすケースも出て

きています。ゼロコロナからウィズコロナに舵を切った

とも評価できる新十条の下、どのように労働管理を行う

べきかが、各企業にとって喫緊の課題となっています。

そこで本稿では、陽性者が爆発的に増加している現状に

おける共通の問題を整理し、法的な観点から分析を行い

たいと思います。 

なお本稿は、2022年12月25日時点の法律や政策を基に

作成しており、今後新たな法律や通知が出された場合に

は変更になる可能性がある点はご留意下さい。 

また地方によっては、軽症者や無症状者の出勤を認め

る通知を出しているところもありますので、本稿を参考

にしていただきながら、実際にはそれぞれの地方の運用

をご確認いただきますようお願い致します。 

Q1 従業員が陽性になったので、休暇を取っても

らうこととしますが、自宅での隔離治療期間中に給与

を支払う必要がありますか。また陽性が本当かどうか

をどのように確認すればよいでしょうか。 

1
关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知 

2
关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知

3
《中华人民共和国传染病防治法》第四十一条规定:“对已经发生甲类传染病病例的场所或者该场所内的特定区域的人员，所在地的县级以上地方人民政府可以

实施隔离措施......被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。
4

《关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》(人社厅明电[2020]5 号)第一条规定:“对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病

人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或采取其他紧急措施导致不能提供正常劳动的企业劳动者，企业应当支付劳动者在

此期间的工作报酬。”

陽性者の休暇と給与の取り扱いについて、依然として

「伝染病防止法」第41条3及び人力資源社会保障部の「新

型コロナの疫病防止期間の労働関係問題を適切に処理す

るための通知」第１条4（以下「人社部通知」といいま

す。）が適用されると思われます。これらの規定によれ

ば、企業は陽性者に対し、隔離治療期間の給与を支給す

る必要があるとされています。 

この点、中国はウィズコロナに方針転換したことから、

集団免疫を作るため陽性者を自宅待機させる必要がない

という議論も一部にはありますが、仮に陽性者であるこ

とを会社が知りながら、当該陽性者を出勤させ他の従業

員に感染させた場合には、現在の新型コロナ防止策に違

反しているとして会社の責任を問われる可能性もあると

思いますので、自宅待機させる必要があると考えます。 

隔離治療期間の給与の支給基準は地方により解釈が異

なります。一般的には正常出勤時と同じ給与を支給する

と解釈されていますが、北京などの一部の地方では、正

常出勤時の給与のうち固定給（基本給等）に限定して支

払えばよいとされ、いわゆる業績給、ボーナス、食事手

当、通勤手当などの非固定給は支給しなくてよいとされ

ています。ただし最低賃金を下回ってはなりません。 

なお陽性者の隔離治療期間中の休暇を、給与の一部を

支払えばよい病気休暇として取り扱ってよいかについて、

明確な規定は特に設けられていませんが、上記の規定が

あることを踏まえると、病気休暇とは解釈されないと考

えます。 

人事・労務 

PROFILE 

PROFILE 

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/matsumoto_ryo.php
http://hanlinglaw.com/Jp/Index/pageView/catid/28/id/9.html


中国最新法律Newsletter 2022年12月号 3

なお在宅勤務が可能な職種において、陽性者が治療隔

離期間中に在宅勤務をした場合、正常に出勤したものと

みなされ、正常出勤時の給与を支給する必要があります。 

従業員が陽性になり休暇を求めてきた場合、会社は従

業員に対し、感染したことを示す資料の提出を求めるこ

とができます。 

通常はPCR検査の結果（陽性反応）がスマホのアプリ

に表示されるため、その写真を実名入りでスクリーンシ

ョットしてもらい、提出を求めることが一般的です。他

方抗原検査の場合には、誰かの写真を利用するケースが

ありますので、本人のものであることを証明するために、

抗原検査のキットに、氏名及び測定日時を記載したもの

を写真に撮るよう求めることで事実確認が可能だと思い

ます。 

Q2 従業員が濃厚接触者になったので、自宅待機

としますが、自宅待機期間中に給与を支払う必要があ

りますか。また本当に濃厚接触者となったのかどのよ

うに確認すればよいでしょうか。 

濃厚接触者の定義については、明確な法規定は見当た

っていませんが、最新の新型コロナウィルス防止方案

（第九版）（2022年6月27日）の付属書類５である「濃

厚接触者判定と管理ガイドライン」において、濃厚接触

者の判定ルールが定められています。 

これによると濃厚接触者とは、陽性者および陽性疑惑

者の発症の2日前までに、または無症状陽性者の検体を

採取する2日前までに、これらの者と近距離で接触し、

有効な防備措置をとっていない人を指すとされています。

また、これらの者との同居者、同じオフィス、会議室、

教室などの同一空間において近距離で接触した人も濃厚

接触者であるなどとされています。どの程度近距離なの

かは具体的な規定がありませんが、濃厚接触者であるか

否かを判断する際に上記ルールは一定の参考になると考

えます。 

新十条では、濃厚接触者を５日間の隔離を実施すると

定めています（新十条の3）。濃厚接触者は陽性者では

ありませんが、伝染病予防のための隔離措置であること

から、陽性者同様、5日間の隔離期間中、正常出勤時と

同じように給与を支給する必要があり、病気休暇や欠勤

5
 居家隔离期间加强健康监测，隔离第 6、7 天连续 2 次核酸检测 Ct 值≥35 解除隔离，病情加重的及时转定点医院治疗。具备居家隔离条件的密切接触者采取 5

天居家隔离，也可自愿选择集中隔离，第 5 天核酸检测阴性后解除隔离
6

新冠病毒陽性者居家治疗指南

と取り扱ってはならないと考えます。 

従業員が濃厚接触者であると訴えてきた場合には、会

社は、いつどこで誰と接触したのか、またその者が陽性

者であることを示す証拠も合わせて要求することができ

ます。ただし従業員自らが陽性者ではないため、証拠の

正確性の確認には限界があると思います。可能な限り詳

細に事実関係を確認していくしかないのではないかと思

います。 

Q3 陽性者と濃厚接触者をいつから職場に復帰さ

せることができますか。 

（１）陽性者の職場復帰

新十条の3の規定5では、自宅隔離を実施している陽性

者は、隔離実施日の第６日目及び第７日目に２回連続し

てPCR検査を行い、PCR検査の結果のCt値が35を下回ら

ない場合、隔離を解除するとされています。また2022年

1月8日に国務院から出された「新型コロナ陽性者の自宅

治療指南」6によれば、自ら行った抗原検査の結果が陰性

であり、かつ２回連続してPCR検査のCt値が35を下回ら

ない場合、職場復帰することができるとされています。 

したがって企業としては、隔離実施日の第6日目及び

第7日目（あるいは症状が軽くなった時）に２回連続し

てPCR検査を実施し、また抗原検査も実施するよう要求

することができ、その結果をスクリーンショットで送付

してもらうことで確認ができることになります。ただし

抗原検査キットが手に入りにくい現状においては、新十

条の3の規定により、PCR検査の結果を見て陰性であれ

ば職場復帰してもらうという対応でもよいと考えます。 

上海では12月23日、陽性感染者の自宅隔離解除標準の

最適化を行うとして、以下のような通知を発行した。①

陽性感染者が以下の2つの条件を同時に満たす場合には

自宅隔離を終了し、通常の生活に戻ってもよい。ⅰ）自

宅隔離が7日間満了したこと（症状が出現した日、又は

PCR、抗原検査の結果が陽性になった日から起算する）、

ⅱ）自宅隔離の7日間が満了したときに症状が明らかに

好転しているもしくは無症状であること。②仮に陽性感

染者が自宅隔離7日を経過してもなお発熱等の症状があ

る場合には、自宅隔離を継続し、上述の条件を満たすよ

うになってから自宅隔離を解除する。③特別な業界、特
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別な職位の人の自宅隔離解除及び職場復帰条件について

は当該業界を主管する部門規定に従い執行する。 

すなわち上海においては、自宅隔離解除の条件として、

PCR検査や抗原検査が陰性になったことは求められなく

なったと評価しうる。 

（２）濃厚接触者の職場復帰

新十条の3の規定では、濃厚接触者は、第５日目に

PCR検査の結果が陰性であった場合、隔離を解除すると

されています。 

したがって企業としては、隔離実施日の5日目にPCR

検査を実施するよう要求し、その結果をスクリーンショ

ットで送付してもらうことで確認ができることになりま

す。 

ここで問題なのは、同居人が陽性者の場合、濃厚接触

者の隔離期間をいつから算定するかということです。た

とえ5日間隔離したとしても、同居人が陽性の場合には

常に感染のリスクにさらされているため、その後に発症

する危険性があるからです。 

自宅内で部屋を分けて生活し、食事を共にとらないな

どの遮断措置を施せるのであれば、その遮断措置の実施

時から5日間ということでよいと思いますが、遮断措置

を施せないのであれば、原則として同居者が陰性になっ

てから5日間としつつ、濃厚接触者の症状並びに日々の

PCR検査及び抗原検査の陰性証明をもとに、濃厚接触者

の遮断措置がなされたと柔軟に判断していく必要があろ

うと思います。 

ただし地方によっては軽症者や無症状者の出勤を認め

ているところもあることから、濃厚接触者の判断や隔離

期間については、今後出されるであろう政府の通知に留

意する必要があると考えます。 

Q4 工場で多くの従業員が陽性になったため、1

週間ほど休業にしました。休業中の給与を減額しても

よいでしょうか。 

労働部の「給与支払暫定規程」12条によると、従業員

の原因によらず1回の給与期間以内（通常は1か月間）生

産停止、経営停止する場合、会社は従業員に対する給与

を全額支払わなければならない。2回目の給与期間から

は、従業員が労働を提供した場合には現地の最低賃金を

下回ってはならず、従業員が労働を提供しない場合には

国家の関連規定に従って支払うとされています。したが

って陽性者が急増したことを理由とする1週間の休業に

ついては、給与を減額することはできません。 

Ｑ５ 新型コロナの後遺症が発症した場合、その治

療に関する休暇と給与の取り扱いをどのようにすれば

よいでしょうか。 

陽性者が陰性になり職場に復帰したものの、後遺症が

あると訴え休暇を求めてきた場合、既に陰性になってい

る以上、他の従業員への感染の可能性はなく、通常の病

気休暇として病気休暇の法規定と内部規則に基づき取り

扱えばよいと考えます。 

Ｑ6 自宅勤務が可能な職種であることから、無症

状陽性者及び濃厚接触者を自宅勤務させようとしまし

たが自宅勤務を拒否する場合、給与を支払わないこと

が可能でしょうか。 

人社部通知の第１条によれば、無症状陽性者、濃厚接

触者が、隔離治療期間中、医学観察期間中又は政府が隔

離措置およびその他の緊急措置を実施する期間において、

正常な労働を提供できない場合、従業員に当該期間中の

給与を支給する必要があるとされています。 

上記の規定によれば、無症状陽性者、濃厚接触者であ

る従業員が当該期間中に、正常な労働を提供できるのに

しない場合、すなわち在宅勤務ができるのに在宅勤務を

拒否する場合、従業員に対し給与の支給を拒んだとして

も、法的に支持される可能性があると考えます。ただし

従業員は体調不良等を理由にすると思いますので、正常

な労働を提供できるのにしないという点は慎重に判断す

る必要があると思います。 

Ｑ7 出勤により新型コロナに感染した場合、労災

になるのでしょうか。 

常に陽性者と接触する医者等が新型コロナに感染した

場合、労災と認定される可能性がありますが、一般企業

の場合は、従業員が出勤途中または勤務期間中、新型コ

ロナに感染したとしても、もはやどこで感染したのかは

明らかではないため労災と認定されないと考えます。 

Ｑ8 企業は独自の新型コロナ対策のための特別措

置、臨時措置を採ってもよいでしょうか。 

企業は、従業員に対し安全な勤務環境を提供する義務

があるので、企業は必要に応じて、新型コロナ対策のた

めの企業内部の管理規則（例えば在宅勤務規定の追記、

勤務時間の調整、政府の新型コロナ政策違反時の処罰規
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定など）を追加調整し、従業員にＰＣＲ検査、抗原検査

を実施した際の報告義務、陽性者が出た場合の勤務場所

の消毒措置などの臨時措置を採ることは可能です。従業

員らが安心して企業で働けるようルールを定めていくこ

とが重要だと思われます。
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